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（午前１０時００分 開会） 

議長（板寺正範君） 

 おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、認定第１号、令和５年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定についてか

ら日程第８、認定第８号、令和５年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算認

定についてまで、以上８案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（板寺正範君） 

 本決算について提出者から説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 おはようございます。それでは、ただいま一括議題となりました認定第１号から

認定第８号まで、一般会計他特別会計５件及び企業会計２件、合わせて８会計の令

和５年度決算について提案理由を申し上げます。 

 なお、地方自治法第２３３条第３項並びに地方公営企業法第３０条第４項の規定

に基づきまして、監査委員さんの意見を付してございます。よろしくご審議をいた

だきますよう、そしてまた認定くださいますようお願いを申し上げます。 

 それでは最初に、認定第１号、令和５年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて申し上げます。 

 令和５年度の一般会計当初予算は、歳入歳出それぞれ６６億７，７００万円でし

たが、９億２，３９２万円の増額補正の結果、最終予算は７６億９２万円となり、

前年度からの繰越事業費繰越額１億３，２０８万２，０００円を追加いたします。

予算現額は歳入歳出それぞれ７７億３，３００万２，０００円となりました。令和

４年度の予算現額は７０億４，１６０万円でしたので、比較しますと６億９，１４

０万２，０００円の増額となっております。 

 続いて、決算状況でございますが、歳入において７５億９，５２０万２，０００

円が収入されておりました。前年度比３億７，６５６万７，０００円、５．２％の
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増となっております。 

 一方、歳出では、７０億６８万６，０００円が執行されておりまして、前年度比

５億５，１３６万６，０００円、８．５％の増となっております。 

 歳入から歳出を差し引きました形式収支でございますが、５億９，４５１万６，

０００円となり、繰越明許により翌年度へ繰越すべき財源が１億１３３万３，００

０円でしたので、実質収支は４億９，３１８万３，０００円となりました。 

 決算の増額の主な要因は、東庄中学校の大規模改修工事の実施などによるものと

なっております。 

 続いて、認定第２号、令和５年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について申し上げます。 

 歳入総額は１７億３，２３５万５，０００円で、前年度比１億６，３０４万８，

０００円の減となっております。 

 一方、歳出総額は１６億３，７０３万２，０００円で、前年度比２，９７９万１，

０００円の減となり、歳入歳出差引額は９，５３２万３，０００円でした。 

 続いて、認定第３号、令和５年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について申し上げます。 

 歳入総額は２億１７６万５，０００円で、前年度比１，２６８万３，０００円の

増となっております。 

 一方、歳出総額は２億７８万８，０００円で、前年度比１，２３３万９，０００

円の増となり、歳入歳出総額は９７万７，０００円でありました。 

 続いて、認定第４号、令和５年度東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決算認定

について申し上げます。 

 歳入については、主に食肉センターの事業収入もありますが、処理頭数は前年度

と比較いたしますと７９７頭の減となりますが、歳入総額では９４１万３，０００

円増の１億８，８０１万２，０００円となっております。 

 一方、歳出につきましては、事業費として１億９２万５，０００円の支出の他、

積立金として１，８００万６，０００円を財政調整基金として積立てるなど、歳出

総額では１億２，８９３万１，０００円となります。前年度より５７３万４，００

０円の増となっております。 

 続いて、認定第５号、令和５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出
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決算認定について申し上げます。 

 歳入総額は３，５６９万２，０００円、前年度比で２７．０％の増となっており

ます。 

 増額の主な要因でございますけれども、事業収入と繰入金の増加によるものでご

ざいます。 

 一方、歳出総額は２，８０９万２，０００円で、前年度比２４．６％の増となっ

ております。 

 歳入歳出差引きで７６０万円の黒字となりました。 

 続いて、認定第６号、令和５年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて申し上げます。 

 歳入総額は１６億１，６９１万８，０００円、前年度比１．３％の増となりまし

た。 

 一方、歳出総額は１４億６，２１２万６，０００円、前年度比０．５％の増とな

っております。 

 歳入歳出差引額で１億５，４７９万２，０００円の黒字となりました。令和６年

度に精算を行いますと、自主的な余裕資金は７，６５６万円程度となる見込みでご

ざいます。 

 続いて、認定第７号、令和５年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定

について提案理由を申し上げます。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づきまして、剰余金の処分については、

議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定に基づき、決算について

議会の認定に付するものでございます。 

 決算の内容でございますが、収益的収支の収入が４億２，３５８万８，０００円、

支出が３億６，８８７万５，０００円となり、収支差引では５，４７１万３，００

０円の純利益となっております。 

 次に、資本的収支でございますけれども、収入はなく、支出として、建設改良費、

固定資産取得費、企業債償還金と合わせて５，６８５万１，０００円を支出してお

ります。 

 次に、令和５年度末におけます給水戸数でございますが、４，００２戸、給水人

口は１万９６４人となっております。 
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 最後に、認定第８号、令和５年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算認定

について提案理由を申し上げます。 

 病院事業につきましては、内科医師４名、診療体制と合わせて、非常勤医師によ

ります整形外科、循環器内科の診療を実施いたしました。 

 また、介護療養型医療施設として施設入所サービス、居宅療養管理の他、訪問リ

ハビリ、通所リハビリを実施いたしました。 

 令和５年度の経営状況を見ますと、前年度に比べ入院延べ患者数で２．７％の増、

外来延べ患者数では８．０％の増となっております。 

 決算の内容につきましては、収益的収支の収入が１０億８，７８９万７，０００

円に対し、支出が１０億６，８１０万８，０００円となり、１，９７８万９，００

０円の純利益となっております。 

 次に、資本的収支について申し上げます。 

 収入が１億２，１７８万６，０００円に対し、支出が１億６，８１７万７，００

０円となり、収支差引で不足する４，６３９万１，０００円につきましては、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度の損益勘定留保資金をもって

補填したところでございます。 

 以上で、一般会計を初め８会計の決算につきまして認定をいただくにあたりまし

て、提案理由を申し上げました。 

 なお、詳細につきましては担当課長、事務長から説明をいたさせます。ご審議の

上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 それでは、令和５年度一般会計の決算について、その内容をご説明申し上げます。 

 説明につきましては、お手元に配付してございます決算参考資料により説明させ

ていただきたいと思います。 

 恐れ入りますが、１ページをお願いいたします。 

 一般会計の決算の状況ですが、（１）の決算規模は、歳入の総額が７５億９，５

２０万２，０００円、歳出の総額では７０億６８万６，０００円となりまして、前

年度と比較しますと、歳入では、３億７，６５６万７，０００円、５．２％の増と
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なり、歳出では５億５，１３６万６，０００円、８．５％の増となりました。 

 （２）決算収支の状況でございますが、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた

形式収支は５億９，４５１万６，０００円となりました。このうち繰越明許により

令和６年度へ繰越すべき財源が１億１３３万３，０００円でございます。それを差

し引いた４億９，３１８万３，０００円が実質収支の額となっております。この実

質収支の額から令和４年度の実質収支の額を差し引いたものが、単年度収支として

マイナス２億３，５２１万７，０００円となります。 

 次の財政調整基金の積立額は３億７，００２万円、一つ飛びまして、積立金取崩

額は１億８，０００万円となっております。一つ戻りまして、町債の繰上償還額は

ございませんでした。 

 この結果、単年度収支の額に財政調整基金への積立金の額を加え、積立金取崩額

を除いた額が実質単年度収支の額となり、マイナス４，５１９万７，０００円とな

りました。 

 それでは、歳入歳出の決算状況について申し上げます。なお、この後、予算決算

常任委員会へ付託される予定ですので、私からは主立ったものを申し上げます。あ

らかじめご了承をお願いしたいと思います。 

 最初に、歳入決算について申し上げます。 

 歳入決算の総額７５億９，５２０万２，０００円のうち町税をはじめとする一般

財源の総額は５２億９，３２９万７，０００円で、歳出決算の６９．７％を占めて

おります。残りの３０．３％は特定財源で、国県支出金などの２３億１９０万５，

０００円となっております。 

 第１表について、令和５年度決算額Ａ欄と前年度との決算比較について、主立っ

たものを申し上げます。 

 １款の町税は、決算額１５億１，１２２万３，０００円で、前年度より３６７万

９，０００円、０．２％の増となっております。これは主に固定資産税の増による

ものです。 

 次の２款の地方譲与税７，６７５万３，０００円で、対前年度６６万５，０００

円、０．９％の増となっております。 

 飛びまして５款の株式等譲渡所得割交付金１，３１６万円、対前年度５３２万２，

０００円の増となっております。 
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 ６款の法人事業税交付金２，１４３万６，０００円、対前年度４０万５，０００

円の増となりました。 

 ７款の地方消費税交付金３億５３２万３，０００円、対前年度３１５万６，００

０円の減となりました。 

 一つ飛びまして９款の環境性能割交付金１，３７９万３，０００円、対前年度１

７８万円の増となりました。 

 １０款の地方特例交付金８９９万円、対前年度１８万６，０００円の減となりま

した。 

 次に、１１款の地方交付税２２億６，３１７万７，０００円、対前年度で１，７

８５万１，０００円、０．８％の増となりました。こちらは、歳入決算総額のうち

２９．８％を占めております。 

 一つ飛ばしまして、１３款の分担金及び負担金８，２３０万４，０００円、対前

年度１６７万６，０００円の増となりました。 

 次の１４款の使用料及び手数料は、決算額２，９７５万７，０００円、対前年度

３４４万６，０００円の減となっております。 

 １５款の国庫支出金８億２，８４７万９，０００円、対前年度３，８８９万８，

０００円の減となっております。 

 １６款の県支出金３億９，８８９万３，０００円、対前年度３９０万１，０００

円の増となりました。 

 一つ飛びまして、１８款の寄附金は、決算額２，０８８万８，０００円、対前年

度５５０万６，０００円の増となりました。 

 １９款の繰入金２億１，５７１万４，０００円、対前年度１億８，１３９万９，

０００円の増となっております。 

 ２０款の繰越金は７億６，９３１万５，０００円、対前年度２億４，８５７万８，

０００円の減となりました。 

 ２１款・諸収入ですが、１億７，７４７万５，０００円で、対前年度２，０９５

万７，０００円の増となりました。 

 歳入決算の最後は、２２款の町債で、決算額は８億３，１００万円となりました。

こちらは東庄中学校大規模改修に伴う過疎対策事業債の増額などの理由により、対

前年度４億２，７００万円の増となっております。 
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 以上、歳入決算の総額は７５億９，５２０万２，０００円となりまして、前年度

と比べ３億７，６５６万７，０００円、５．２％の増となりました。 

 続きまして２ページをお願いいたします。 

 上の表でございますが、歳入決算につきまして、左半分では、一般財源と特定財

源に、そして右半分では自主財源と依存財源に分けて、その状況を表にしたもので

ございます。後ほどお目通しをいただきたいと思います。 

 それでは、次に歳出決算についてご説明いたします。 

 第２表、令和５年度の歳出決算の総額は７０億６８万６，０００円となりまして、

令和４年度と比較しますと５億５，１３６万６，０００円、８．５％の増となって

おります。 

 目的別歳出決算の状況は、第２表のとおりでございます。こちらについても、令

和５年度の決算額比較について主なものをご説明申し上げます。 

 まず、２款の総務費では、決算額７億５，０１４万１，０００円で、対前年度７，

６７２万円、９．３％の減となっております。 

 次に、３款の民生費１８億６，１８４万５，０００円で、対前年度９，９８８万

８，０００円、５．７％の増となっております。こちらは、物価高騰支援として実

施しました各種給付金事業により増額となっております。 

 次に、４款の衛生費１０億３，９５３万７，０００円で、対前年度１億１，３５

０万２，０００円、１２．３％の増となっております。病院事業会計負担金などに

よる増額となっております。 

 ５款の農林水産業費は２億６，６９１万１，０００円で、対前年度４，１７３万

３，０００円、１３．５％の減となっております。 

 続いて、６款・商工費は９，０１０万４，０００円で、対前年度５，２９４万９，

０００円、３７．０％の減となっております。令和４年度に実施しました燃料価格

高騰対策クーポン発行事業の終了などによる減となっております。 

 続きまして、７款の土木費は４億３，５７３万５，０００円、対前年度１４４万

４，０００円、０．３％の増となっております。 

 一つ飛ばしまして、９款の教育費は１３億４，１９４万８，０００円、対前年度

５億８，０９０万９，０００円、７６．３％の増となりました。こちらは東庄中学

校大規模改修工事などによる増額となっております。 
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 また一つ飛ばしまして、１１款・公債費は４億３，８８６万１，０００円となり、

対前年度１，６９８万７，０００円、４．０％の増となっております。なお、起債

残高などの詳細は後ほどご説明申し上げます。 

 歳出決算の最後は、１２款の諸支出金でございます。決算額は４億７３１万円と

なりまして、対前年度１億４９２万円、２０．５％の減となりました。 

 以上、目的別歳出の状況についてご説明いたしました。 

 続きまして、３ページをお願いします。 

 歳出決算について、性質別の状況を示したものでございます。 

 次に、消費的経費と投資的経費について、その決算額及び構成比を申し上げます。 

 消費的経費は４３億２，４６２万８，０００円で、構成比が６１．８％、投資的

経費は１１億２３２万９，０００円で１５．７％の構成比となっております。 

 また、前年度と比較しますと、消費的経費の決算額は９，３３６万４，０００円

の増、投資的経費では５億１，２９４万８，０００円の増となっております。 

 それでは、性質別歳出経費について、第３表をご覧ください。 

 まず、消費的決算のうち人件費の決算額は１０億１８５万３，０００円、前年度

と比べますと４，３０７万６，０００円、４．５％の増となりました。 

 次の物件費は、決算額９億２，３２２万９，０００円、対前年度１億３１１万３，

０００円、１０．１％の減となっております。 

 次の維持補修費は１，１７５万２，０００円で、対前年度３４３万５，０００円

の減となっております。 

 次の扶助費は９億４，３２９万円、対前年度９，８６２万円、１１．７％の増と

なっております。 

 消費的経費の最後は補助費等で、決算額は１４億４，４５０万４，０００円とな

り、対前年度５，８２１万６，０００円、４．２％の増となっております。 

 次に、投資的経費のうち普通建設事業ですが、１１億２３１万８，０００円の決

算となり、前年度決算より５億１，２９５万５，０００円、８７．０％の増となり

ました。 

 次の災害復旧費は１万１，０００円、対前年度７，０００円の減となっておりま

す。 

 続いて、公債費ですが、こちらも目的別歳出公債費と同様で４億３，８８６万１，
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０００円の決算額となっております。 

 次に、投資及び出資金・貸付金でございます。決算額は１億１，４７３万５，０

００円となっております。 

 続いて、積立金でございますが、決算額は４億７３１万円となりました。 

 性質別決算の最後は繰出金でございます。決算額は６億１，２８２万３，０００

円となりました。 

 以上、人件費から繰出金まで性質別歳出決算の内容を申し上げました。 

 次の４ページ、５ページにかけての円グラフは、今まで申し上げました一般会計

の決算についてグラフ化したものでございます。後ほどご参照いただきたいと思い

ます。 

 それでは、５ページの下の財政構造についてご説明いたします。 

 地方公共団体の財政力を示す指標となる財政力指数は、地方交付税法の規定に基

づき算出される基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の過去３年間の平均

で表します。 

 本町における令和５年度の財政力指数は０．４１４となりまして、令和４年度の

財政力指数０．４２４と比較しますと０．０１ポイント減少しております。 

 次に、財政構造の弾力性を表します経常収支比率でございますが、性質別経費の

経常経費充当一般財源を経常一般財源で除して計算したものでございます。その数

値は８６．９％で、前年度の８６．０％より０．９ポイント増加しております。経

常収支比率につきましては、今後も経常経費の節減、合理化により経常収支比率の

抑制に努めてまいります。 

 続きまして６ページでございます。 

 過去５年間の一般会計歳入歳出決算について、その規模をグラフにしてございま

す。後ほどお目通しをお願いしたいと思います。 

 続きまして７９ページをお願いいたします。 

 この表は、令和５年度末現在の町債の現在高を表にしたものでございます。 

 一般会計における町債の現状につきまして、借入先、事業ごとに、令和５年度末

と令和４年度末の残高を記載してございます。 

 一番下の合計欄を見ていただきますと、令和５年度末の現在の残高は、元金が５

１億６，６２９万６，０００円、これに利子の残高１億６２４万４，０００円を合
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わせますと、合計５２億７，２５４万円となっております。令和４年度の現在高合

計と比べて４億５，５６０万８，０００円の増額となりました。 

 また、この額を単純に令和５年度末の住民基本台帳人口 1 万２，７９４人で割り

返してみますと１人当たり約４１万２，０００円となります。この数値は前年度１

人当たり約３６万９，０００円と比べ、４万３，０００円増加したこととなります。 

 次の８０ページは、水道事業会計並びに病院事業会計の企業債の状況を表にした

ものでございます。 

 次に、その下の表で、債務負担及び損失補償の状況について申し上げます。 

 区分欄に記載のように全て債務負担でございまして、損失補償はございません。

将来にわたって支出が伴います債務負担の状況でございますが、全部で１１件記載

させていただいております。上から９件につきましては、前年度から引き続いてお

りますものでございます。下の２件の地域公共交通会議負担金及び総合戦略策定業

務委託につきましては、令和５年度に新規設定したものとなります。これらを合計

しまして、令和５年度末で３億２，１４３万円となっております。 

 それでは、恐縮ですが、決算書本冊の方をお願いいたします。本冊３６７ページ

をお願いいたします。 

 ３６７ページ、こちらでは財産に関する調書について申し上げます。 

 まず１番、公有財産のうち（１）土地及び建物、普通財産につきましては増減は

ございませんでした。 

 次に３６８ページに移りまして、（２）土地及び建物、行政財産の変更内容を申

し上げます。 

 土地のうち公共用財産、そしてその他の施設について国道３５６号バイパスの公

園用地２，２８８平方メートルを取得したことによる増加となっております。 

 続いて、３６９ページの出資による権利ですが、こちらは前年度末残高と増減は

ございませんでした。 

 次に、２番、物品について申し上げます。 

 決算年度中の増減ですが、パーソナルコンピューターはパソコン購入により１４

台の増となっております。 

 続きまして、３７０ページをお願いいたします。 

 ３番の基金についてです。 
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 （１）特定目的基金の①一般会計について申し上げます。変更のありました基金

として、財政調整基金について、新規で３億７，０００万円、利子２万円について

積立を行い、１億８，０００万円の取崩しを行いましたので、年度末残高は１３億

９，４８５万１，０００円となりました。 

 減債基金は、新規で１，８００万円の積立を行い、年度末残高は６，８１２万９，

０００円となりました。 

 公共施設整備基金では、利子７，０００円について積立を行い、年度末残高は３

億５，３７９万７，０００円となっております。 

 次の地域福祉基金は、利子１，０００円の増で、年度末残高は５，６７０万９，

０００円となっております。 

 奨学基金では、指定寄附２００万円の積立を行い、奨学基金事業の交付金として

２５０万円の取崩しを行いましたので、年度末残高は５７４万円となりました。 

 次のふるさと応援基金ですが、ご寄附をいただきました１，５９０万１，０００

円を新規に積立て、令和３年度にご寄附をいただきました５５７万６，０００円を

取崩しましたので、年度末現在高は２，４８３万８，０００円となります。 

 一般会計の最後は、森林環境基金で、森林環境譲与税を財源として９７万９，０

００円を積立て、年度末残高は３３１万円となっております。 

 次の②特別会計については割愛させていただきまして、（２）定額運用基金につ

きまして、郵便切手類購入基金と土地開発基金となります。 

 まず、郵便切手類購入基金ですが、この基金は定額運用基金でございますので、

年度中において有価証券として郵便切手類と現金との間では移動がございますが、

結果として現在高は６０万円となり、増減のない基金となっております。 

 次に、土地開発基金ですが、決算年度中の増減はございませんでした。 

 最後のページ、３７１ページの表は、先程、郵便切手類購入基金について年間の

運用状況を示したものでございますので、後ほどお目通しをいただければと思いま

す。 

 以上、一般会計の決算について申し上げましたが、詳細につきましては、予算決

算常任委員会におきまして説明があろうかと思いますので、私の方からは以上で終

わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 
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 ここで暫時休憩とします。再開は午前１０時５５分からとします。 

（午前１０時４３分 休憩） 

（午前１０時５５分 再開） 

議長（板寺正範君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 町民課長、香取康成君。 

町民課長（香取康成君） 

 それでは、認定第２号、令和５年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算に

ついてご説明申し上げます。 

 決算参考資料の６５ページをお願いいたします。 

 （１）決算状況でございますが、上段の円グラフは、令和５年度の歳入歳出各区

分の構成比率を示したものでございます。 

 歳入総額は１７億３，２３５万５，０００円、前年度比１億６，３０４万８，０

００円、８．６％の減額でございます。 

 歳出総額は１６億３，７０３万２，０００円、前年度比２，９７９万１，０００

円、１．８％の減額となりました。 

 歳入歳出差引額は９，５３２万３，０００円で、黒字の決算となっております。 

 それでは、歳入の主なものをご説明いたします。 

 １款・国民健康保険税は、決算額３億２，２９７万９，０００円で、前年度比２，

３４９万８，０００円、６．８％の減。減額の要因は、被保険者数の減少による課

税総額の減でございます。 

 ５款・県支出金は、決算額１０億３，４３３万円で、前年度比１億５，２４８万

９，０００円、１２．８％の減。減額の主な要因は、被保険者数の減少に伴う普通

交付金の減額でございます。 

 ７款・繰入金は、決算額１億３，７０２万２，０００円で、前年度比１１７万３，

０００円、０．８％の減。減額の主な要因は、保険基盤安定繰入金の減額によるも

ので、歳出予算規模が前年度より縮小していることに伴う減額となっております。 

 ８款・繰越金は、決算額２億２，８５８万円、前年度比１，２４０万３，０００

円、５．７％の増。前年度繰越金でございます。 

 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 
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 ２款・保険給付費は、決算額９億９，１２２万８，０００円で、前年度比１億５，

９１１万４，０００円、１３．８％の減。減額の要因は、被保険者数の減少に伴う

給付額の減額でございます。 

 ３款・国民健康保険事業費納付金は、決算額４億２，７８２万円、前年度比４９

３万円、１．２％の増。増額の要因は、１人当たり医療費の増加などにより、千葉

県への納付額が増額となったものでございます。 

 ５款・保健事業費は５，７６８万円で、前年度比２９７万２，０００円、５．４％

の増。増額の要因は、健康診査の委託単価の増額と人件費の増によるものでござい

ます。 

 続いて、６６ページをお願いいたします。 

 ６６ページから６８ページは、過去５年間の決算推移、被保険者１人当たりの療

養諸費・費用額の推移、被保険者１人当たりの保険税額の推移、保険給付状況、被

保険者の異動状況を掲載してございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 以上で、認定第２号の説明を終わります。 

 続きまして、認定第３号、令和５年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算についてご説明申し上げます。 

 決算参考資料の６９ページをお願いいたします。 

 決算状況でございますが、歳入総額は２億１７６万５，０００円、前年度比１，

２６８万３，０００円、６．７％の増。歳出総額は２億７８万８，０００円、前年

度比１，２３３万９，０００円、６．５％の増額となりました。歳入歳出差引額は

９７万７，０００円で黒字決算となっております。 

 それでは、歳入の主なものをご説明いたします。 

 １款・後期高齢者医療保険料は、決算額１億５，１９５万８，０００円、前年度

比１，０２１万６，０００円、７．２％の増でございます。 

 ３款・繰入金は、決算額４，８２７万３，０００円で、前年度比２７２万９，０

００円、６．０％の増。内訳は、一般会計からの保険基盤安定繰入金４，６７９万

３，０００円並びに事務費繰入金１４８万円でございます。 

 １款と３款で歳入全体の９９．２％を占めております。 

 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 

 １款・総務費は２０５万７，０００円で、前年度比１０万１，０００円、５．２％
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の増。電算システムの使用料、保険料の賦課徴収に係る郵便料などの事務費でござ

います。 

 ２款・後期高齢者医療広域連合納付金は、決算額１億９，８６５万６，０００円、

前年度比１，２２７万６，０００円、６．６％の増。千葉県後期高齢者医療広域連

合に対する納付金で、歳出全体の９８．９％を占めております。 

 なお、被保険者数は、令和５年度末現在で２，８２４人、前年度末と比較して１

０５人、３．９％の増となっております。 

 以上で、認定第３号の説明を終わりにいたします。よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 

 それでは、認定第４号、令和５年度東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決算認

定について内容の説明を申し上げます。 

 決算参考資料の７０ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入歳出の決算の状況についてご説明をいたします。 

 歳入の合計は、１億８，８０１万２，０００円で、前年度と比較しまして９４１

万３，０００円、率にして５．３％の増となりました。 

 １款・事業収入は、食肉センターの各種使用料で、１億３，２６０万４，０００

円で、前年度と比較して９２万４，０００円の減となりました。 

 次に、２款・繰越金ですが、５，５４０万２，０００円で、前年度と比較して１，

０３３万７，０００円の増となっております。 

 次に、３款・財産収入ですが、財政調整基金の積立利息で５，０００円です。 

 次に、４款・諸収入１，０００円は、歳計金の預金利子となります。 

 続きまして、歳出ですが、合計１億２，８９３万１，０００円で、前年度と比較

して５７３万４，０００円、率にして４．７％の増となりました。 

 １款・事業費ですが、食肉センターの維持管理運営に係る経費で、指定管理料及

び消費税等１億９２万５，０００円、前年度と比較して２７３万３，０００円の増

となっております。 

 次に、２款・積立金１，８００万６，０００円を食肉センター特別会計財政調整

基金として積立をいたしました。前年度と比較して３００万１，０００円の増とな
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っております。 

 次に、３款・諸支出金１，０００万円は、一般会計に前年度と同額を繰出いたし

ました。 

 歳入合計の１億８，８０１万２，０００円から、歳出合計の１億２，８９３万１，

０００円を差し引いた５，９０８万１，０００円が翌年度への繰越となります。 

 次に、搬入頭数及び処理頭数についてご説明をいたします。 

 参考資料の７１ページをご覧ください。 

 まず、令和５年度産地別搬入頭数ですが、（２）の円グラフのとおり搬入頭数の

合計は１１万１，９０５頭で、主な搬入先は東庄町５万３，６９７頭、旭市３万７

６頭となっております。 

 令和５年度の処理頭数については、（３）の棒グラフのとおり処理頭数の合計は

１１万１，９０５頭で、前年度と比較して７９７頭、０．７％の減となりました。 

 なお、食肉センターの稼働日数は２５１日で、１日平均処理頭数は約４４６頭で

した。 

 次に、財政調整基金について説明いたします。 

 お手数ですが、決算書本冊の３７０ページをお願いいたします。 

 ②特別会計の表をご覧ください。食肉センター財政調整基金ですが、令和５年度

は１，８００万５，０００円を積立て、２億９，６２１万５，０００円の残高とな

っております。 

 以上で説明を終わりといたします。内容の詳細につきましては、予算決算常任委

員会でご説明いたします。よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、認定第５号、令和５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入歳

出決算について内容をご説明申し上げます。 

 決算参考資料の７２ページをお願いいたします。 

 最初に、下段の（２）訪問看護利用状況でございますが、令和５年度の利用者数

の合計は２８６人、延べ件数１，８１５件でございます。 

 令和４年度と比較しますと、利用者数の合計で７２人、３３．６％の増、延べ件
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数では合計で３７４件、２６．０％の増となりました。 

 続いて、決算の状況についてご説明いたします。 

 初めに、中段の表の歳入からご説明申し上げます 

 １款・事業収入は１，７４７万円、全体の４９．０％、前年度との比較では３２

６万９，０００円、２３．０％の増となりました。増額の要因は、利用者数増加に

よる訪問件数の増によるものでございます。 

 ２款・繰入金は１，２６６万２，０００円、全体の３５．５％、前年度との比較

では４５０万１，０００円、５５．２％の増となりました。 繰入金につきまして

は、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３款・繰越金は５５５万円、全体の１５．５％、前年度との比較では１９万１，

０００円、３．３％の減となりました。これは前年度からの繰越金でございます。 

 ４款・諸収入は１万円となりました。 

 以上、歳入合計では３，５６９万２，０００円、前年度との比較では７５８万９，

０００円、２７．０％の増となりました。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 歳出については、１款・事業費のみで２，８０９万２，０００円、前年度との比

較では５５３万９，０００円、２４．６％の増となりました。事業費の内容ですが、

職員の人件費がほとんどでございます。 

 以上の結果、歳入歳出差引７６０万円の黒字となりました。これにつきましては、

令和６年度への繰越となります。 

 以上で令和５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の説明を終

わらせていただきます。 

 続きまして、認定第６号、令和５年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算につ

いて内容をご説明申し上げます。 

 決算参考資料の７３ページをご覧ください。 

 令和５年度は、第８期介護保険事業計画３ヶ年の３年目の最終年度でございまし

た。 

 それでは、中段の表、歳入から主なものを申し上げます。 

 １款・保険料は３億２４７万４，０００円、全体の１８．７％、前年度との比較

では２３１万円、０．８％の減となりました。 
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 ３款・国庫支出金から５款・県支出金につきましては、介護保険法で定められた

保険給付費・地域支援事業費に対するそれぞれの負担金でございます。 

 ３款・国庫支出金は３億３，６１０万５，０００円、４款・支払基金交付金は３

億６，８７５万４，０００円、５款・県支出金は２億１，７２８万２，０００円で

ございます。合算しますと９億２，２１４万１，０００円、全体の５７．１％を占

めており、前年度との比較では１，２９０万９，０００円の増となっております。 

 ７款・繰入金は２億４，９２５万１，０００円、全体の１５．４％、前年との比

較では５２９万６，０００円、２．２％の増となりました。繰入金につきましては、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ８款・繰越金は１億４，０７６万７，０００円、全体の８．７％、前年度との比

較では２９９万９，０００円、２．２％の増となりました。これは前年度からの繰

越金でございます。 

 ９款・諸収入は２２７万２，０００円、前年度との比較では２１７万８，０００

円の増となりました。増額の要因は、所得の修正申告に伴う過年度分の高額介護サ

ービス費との特定入所者介護サービス費の返還によるものでございます。 

 以上、歳入合計では１６億１，６９１万８，０００円、前年度との比較では２，

１０６万６，０００円、１．３％の増となりました。 

 続いて、歳出の主なものについて申し上げます。 

 １款・総務費では４，２５７万１，０００円、全体の２．９％、前年度との比較

では１５８万７，０００円、３．９％の増となりました。主な内容としましては、

職員４名分の人件費、システム使用料及び介護認定審査会などに要した費用でござ

います。 

 ２款・保険給付費は１３億円１，５７２万２，０００円、全体の９０．０％と歳

出の大部分を占めております。前年度との比較では２３７万４，０００円、０．２％

の増となりました。主な内容としては、居宅介護サービス費、施設介護サービス費、

介護予防サービス費などの介護保険サービス利用に対する給付費用でございます。 

 なお、下段の表（２）保険給付状況にサービス別の件数、給付金額を記載してご

ざいますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 ３款・地域支援事業費は４，４４９万２，０００円、全体の３．０％、前年度と

の比較では３８４万２，０００円、９．５％の増となりました。主な内容は、介護
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予防・生活支援サービス事業費や地域包括支援センター職員の人件費などに要する

費用でございます。増額の主な要因は、要支援の通所介護と訪問介護の利用件数が

増えたことによるものでございます。 

 ５款・諸支出金は５，９３４万１，０００円、全体の４．１％、前年度との比較

では７６万２，０００円、１．３％の減となりました。減額の主な要因は、前年度

の介護給付費などの精算による国庫支出金等の返還金が減少したことによるもので

ございます。 

 以上、歳出合計は１４億６，２１２万６，０００円、前年度との比較では、７０

４万１，０００円、０．５％の増となりました。 

 以上の結果、歳入歳出差引１億５，４７９万２，０００円の黒字となりました。 

 なお、国庫支出金等の精算を令和６年度に行うことになりますが、精算後におい

ての余裕資金は７，６５６万円程度になる見込みでございます。 

 続きまして、介護保険給付準備基金の状況についてご報告いたします。 

 決算書本冊３７０ページをお願いいたします。 

 ３、基金、（１）特定目的基金の中ほどの②特別会計の２段目に記載しておりま

す介護保険給付準備基金につきましては、令和５年度末に定期預金運用利子２，０

００円を積立てており、年度末残高は１億２，０５６万６，０００円となっており

ます。 

 以上で、令和５年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算の説明を終わらせてい

ただきます。 

 なお、訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算及び介護保険特別会計歳入歳

出決算の詳細につきましては、予算決算常任委員会でご説明申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 

 それでは、認定第７号、令和５年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定について説明を申し上げます。 

 最初に、決算につきまして、参考資料の７４ページをお願いいたします。 

 決算状況の（１）収益的収入及び支出でございますが、収益的収入は４億２，３
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５８万８，０００円で、前年度の比較で３，９０５万７，０００円の減額となって

おります。 

 収入のうち、営業収益が３億４，９４４万６，０００円で、内訳は水道料金であ

ります給水収益が３億４，２１２万５，０００円で、収入全体に占める割合が８０．

８％、それと給水申込金・他会計負担金他が７２３万１，０００円で１．７％とな

っております。 

 営業外収益は７，４１４万２，０００円で、内訳は一般会計からの高料金対策に

対する補助金が５，０００万円で１１．８％、千葉県からの補助金が１，３８８万

７，０００円で３．３％、長期前受金戻入他が１，０２５万５，０００円で２．４％

となっております。 

 次に、収益的支出は３億６，８８７万５，０００円で、前年度との比較で２，０

３８万２，０００円の増額となっております。 

 支出のうち、営業費用が３億６，６１９万５，０００円で、内訳は東総広域水道

企業団への受水費が２億４，１７１万８，０００円で、支出全体に占める割合が６

５．６％、減価償却費が５，８７３万３，０００円で１５．９％、人件費が２，４

２９万円で６．６％、動力費・委託料他が４，１４５万４，０００円で１１．２％

となっております。 

 営業外費用他は、企業債の支払利息等で２６８万円で０．７％となっております。 

 次に、（２）資本的収入及び支出ですが、収入はございません。 

 支出は、総額５，６８５万１，０００円で、内訳は建設改良費が４，６７４万２，

０００円、固定資産取得費が１６７万２，０００円、企業債償還金が８４３万７，

０００円となっております。 

 建設改良費につきましては、排水管更新工事などによるものでございます。 

 収支の不足額５，６８５万１，０００円は、当年度消費税他、消費税及び地方消

費税資本的収支調整額４９２万円及び減債積立金８４３万７，０００円及び過年度

損益勘定留保資金４，３４９万４，０００円で補填しております。 

 次に、経営状況の（１）決算の推移ですが、令和元年度から令和５年度までの５

年間の収益的収支につきましては、下記表のとおりでございます。 

 令和５年度の収支は５，４７１万３，０００円の純利益となっております。 

 続きまして、剰余金の処分につきまして、決算書の３２３ページをお願いいたし
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ます。 

 令和５年度東庄町水道事業剰余金処分決算書（案）でございます。 

 右の欄をご覧ください。未処分利益剰余金の当年度末残高は６，３１５万１，０

５６円で、これを議会の議決による処分として剰余金や資本金に組み入れるもので

ございます。 

 まず、建設改良積立金に当年度純利益分の５，４７１万３，２１６円を積立て、

将来の水道施設更新工事に充てるものでございます。 

 次に、組入資本金に組み入れる額８４３万７，８４０円は、令和５年度企業債償

還元金分等で、これを資本金に組み入れるものでございます。 

 これらの処分内容について、議会の議決をお願いするものでございます。 

 以上で水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について説明を終わりといたしま

す。 

 なお、水道事業会計の詳細につきましては、予算決算常任委員会で改めてご説明

いたします。よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 病院事務長、渡辺佳則君。  

病院事務長（渡辺佳則君） 

 認定第８号、令和５年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算について内容

のご説明を申し上げます。 

 参考資料の７６ページをお願いいたします。 

 収益的収支についてですが、上段の収入は、１０億８，７８９万７，０００円、

昨年と比較しますと８，５４４万９，０００円、８．５％の増で、グラフの内側、

医業収益は７億９，７７６万２，０００円、収入総額に対する構成比は７３．３％

です。 

 次に、医業外収益は２億９，０１３万５，０００円、構成比は２６．７％です。 

 円グラフの外側、医業収益の内訳で、入院収益は１億５，１９０万４，０００円、

構成比は１４．０％です。外来収益は３億６，８６７万７，０００円、構成比は３

３．９％です。室料差額・健康診断などのその他医業収益は９，１７８万６，００

０円、構成比は８．４％です。介護保険事業収益は１億８，５３９万５，０００円、

構成比は１７．０％です。 
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 次に、医業外収益の内訳で、一般会計からの繰入金などの負担金・交付金は２億

４，１８２万４，０００円、構成比は２２．３％です。長期前受金戻入額などのそ

の他医業外収益は４，８３１万１，０００円、構成比は４．４％です。内訳につき

ましては、右上に記載のとおりとなっております。 

 下段の支出は１０億６，８１０万８，０００円、昨年と比較しますと２，３８８

万円、２．３％の増です。円グラフの内側、医業費用で１０億１，９０８万３，０

００円、支出総額に対する構成比は９５．４％です。 

 次に、医業外費用は４，９０２万５，０００円、構成比は４．６％です。円グラ

フの外側、医業費用の内訳で、給与費は５億２，５８２万９，０００円、構成比は

４９．２％です。材料費は２億１，８８２万５，０００円、構成比は２０．５％で

す。経費は２億１，７０５万３，０００円、構成比は２０．３％です。 

 次に、医業外費用の内訳で、医業外費用は４，９０２万５，０００円、４．６％

です。内訳につきましては、右上の記載のとおりとなっております。 

 ７７ページをご覧ください。 

 中段の決算の推移ですが、先程説明をいたしました収入額１０億８，７８９万７，

０００円に対して支出額１０億６，８１０万８，０００円で、１，９７８万９，０

００円の純利益となっております。なお、令和元年度からの推移を掲載しておりま

すので、後ほどご覧ください。 

 次に、上段の資本的収支については、収入は１億２，１７８万６，０００円で、

内訳は企業債の借入２，９３０万円、企業債元金償還分等の一般会計からの繰入な

ど出資金８，９９８万６，０００円、病床転換のための補助金２５０万円に対し、

支出は１億６，８１７万７，０００円で、内訳は建設改良費８，２２６万１，００

０円、企業債償還金８，５９１万６，０００円で、収支不足額４，６３９万１，０

００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１０９万７，０００円、

過年度分損益勘定留保資金４，５２９万４，０００円で補填をいたしました。 

 下の表をご覧ください。 

 入院・外来延べ患者数は、入院１万７，８７７人、昨年と比較しますと４７３人、

２．７％の増。外来２万６，４４２人、昨年と比較しますと１，９６５人、８．０％

の増。１日当たりにしますと、入院は４８．８人、外来は９９．０人となりました。 

 ７８ページをご覧ください。 
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 令和５年度末病院事業債現在高です。元金が３億２，７６９万９，８４０円、利

子が１，６２０万３，３２９円、合計で３億４，３９０万３，１６９円となってお

ります。なお、令和５年度の償還額は９，３７７万８，００８円でした。 

 以上で説明を終わります。 

 なお、決算の詳細につきましては、予算決算常任委員会でご説明をさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 説明が終わりました。 

 本決算について提出者からの説明が終わりましたので、ここで監査委員の代表か

ら審査報告の説明を求めます。 

 監査委員、平山茂君。 

監査委員（平山 茂君） 

 それでは、議案書６９ページをお願いします。 

 令和５年度東庄町一般会計・特別会計歳入歳出決算審査及び基金運用状況審査に

ついて申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、審査に付された令和５年度東庄町

一般会計・特別会計歳入歳出決算及び同法第２４１条第５項の規定に基づき、審査

に付された基金運用状況について審査した結果、次のとおり意見書を提出いたしま

す。 

 以下、内容につきましては、皆さん既にお目通しのことと思いますので、ところ

どころはしょって申し上げますので、ご了承願います。 

 それでは、７０ページをお願いします。 

 まず、一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書から報告します。 

 １、審査の対象は、（１）令和５年度東庄町一般会計歳入歳出決算から（６）令

和５年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算までの６会計であります。 

 審査の期間は令和６年７月２２日及び８月８日であります。 

 審査の経過につきましては、お目通しのほど、よろしくお願いします。 

 次に、４番の審査の結果ですが、審査に付された各会計の歳入歳出決算書は、関

係法令にのっとり作成され、計数は関係諸帳簿等と照合の結果正確であり、予算の

執行については概ね所期の目的に沿ってなされており、内容も正当なものと判断を
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しました。 

 また、財産に関する調書は、財産状況・移動状況についての計数も正確であると

認められました。 

 次に、決算の概要ですが、７１ページに実質収支の状況内容を表で表しています

ので、参考に願います。 

 それでは、７１ページをお願いします。 

 ６の総括的評価ですが、まず、普通会計・一般会計で、①財政力指数ですが、こ

れはご存知のとおり地方公共団体の財政力を評価するために一般的に用いられる手

法でありますが、令和５年において０．４１４となり、前年度の指数０．４２４か

ら０．０１ポイント減となり、これは若干の減少が見られ、引き続き財政基盤強化

の取組継続に努めていただきたい。 

 次に、経常収支比率ですが、これは財政構造の弾力性を評価するために用いられ

る指標ですが、これにつきましては硬直化傾向であり、引き続き経費抑制に努め、

経常収支比率の改善に努力していただきたいと思います。 

 次に③の財源内訳及び性質別歳出の状況ですが、これは下から２行目であります

が、積立金の減少及び投資的経費の増額が見られますが、全体のバランスを鑑み、

適正な予算管理に努めていただきたい。 

 次に、町税の滞納及び不納欠損ですが、これにつきましては下から４行目くらい、

滞納者へのきめ細やかな納税相談に加え、財政調査や差押えなどの積極的な執行で、

徴収率は９０％台の高いレベルを維持しています。不納欠損の増加は差押え後の不

良債権を個別調査し、解消した表れであり、収税担当者を中心とした職員の努力を

評価するものであります。 

 ７３ページをお願いします。 

 今後も徴収率の維持向上を望むものであります。 

 次に、特別会計でありますが、まず、国民健康保険特別会計ですが、これは収入

未済額は昨年に引き続き減少をしております。 

 また、徴収率については年々改善されており、根気強い地道な徴収事務の成果と

思われる。今後は被保険者数の減少が見込まれ、会計規模の縮小化が予見されます

が、町民の健康を守る保険制度の理解を得ながら運営に臨んでいただきたい。 

 次に②ですが、お目通しのほど、よろしくお願いします。 
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 ③につきましては、食肉センター特別会計ですが、これは下から４行目あたりか

ら、浄化槽設備は既に耐用年数を経過し、老朽化が見てとれます。汚水処理の不具

合により運営が滞ることのないよう、浄化槽設備の更新について検討計画を具体的

に進めていただきたい。 

 次に④につきましては、お見通しのほど、よろしくお願いします。 

 次に⑤介護保険特別会計でありますが、これは下から４行目ほど、高齢化が進み

予算規模は拡大しております。東庄町介護保険事業計画に基づく介護予防の推進や

保険給付費の適正化などを通じ、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活出来るよ

う、介護保険制度の安定的な運営を図っていただきたいと思います。 

 次に、歳計現金及び基金についてですが、まず①財政調整基金については、ここ

では下から４行目ぐらいのところから、一連の事業が終了した近年は、着実に積立

が出来ており、経費の削減と効率的な行政運営により余剰を蓄えた成果として評価

をしたい。しかし、老朽化が進む公共施設設備はもとより、自然災害や緊急的災害

などの不測の事態に備えるためにも、余剰を蓄えることは必須であると考えます。 

 最後に、総括的意見でありますが、７５ページをお願いします。最後の方から下

の方、真ん中辺からですが、少子高齢社会となり、保健・医療・福祉・介護施策な

ど、社会保障関連経費の更なる増加は避けられない状況にあると考える。今後も歳

入の増収、歳出の縮減に取り組み、ＤＸ化等により事務の効率化を進め、歳出縮減

が職員の負担増加につながることのないよう、適切な職員配置と他部門、他部署間

の協力を図り、町民の視点と社会情勢に沿った運営となることを要望します。 

 また、町有地については、維持費と利用方法を十分に検討し、有効性を考慮し、

取り組んでいただきたい。 

 また、町内施設について老朽化が進んでいることを鑑み、長寿命化を図りつつ、

町の将来を見据えた長期的な計画の検討時期であると考えます。基本計画を踏まえ、

限りある財源で町民が必要となる設備を有効的に活用し、町政運営を望むものであ

ります。 

 それでは、７６ページをお願いします。 

 続きまして、令和５年度東庄町水道事業会計及び東庄町国民健康保険東庄病院事

業会計決算審査について意見を申し上げます。 

 ７７ページをお願いします。 
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 審査の対象は、（１）令和５年度東庄町水道事業会計決算、（２）令和５年度東

庄町国民健康保険東庄町事業会計決算の２会計であります。 

 審査の期間は令和６年７月２２日、審査の結果、経過はお目通しのほど、よろし

くお願いします。 

 ４、審査の結果でありますが、審査に付された会計の決算書は会計関係法令にの

っとり作成され、計数は関係諸帳簿等照合の結果、正確であり、予算の執行につい

ては概ね所期の目的に沿ってなされており、内容も正当なものと認定をいたしまし

た。 

 次に、決算の概要ですが、この内容につきましては、先程の認定第７、８号の説

明と重複しますので、（１）、（２）につきましては、お目通しのほど、よろしく

お願いします。 

 ７２ページをお願いします。 

 総括的意見を申し上げます。 

 まず、東庄町水道事業会計ですが、この段の中間ぐらい、ここでは特に上から６

行目ぐらいですが、事業費用が経常的に推移しているため黒字決算を維持はしてい

ますが、給水原価２３２円３２銭、供給単価２２１円６３銭で、給水回収率は９５．

４％となり、昨年度と比較すると８．１２ポイントの増で、回収率が１００％を下

回り、給水にかかる費用は、水道料金収入以外の町・県からの補助金収益等で補わ

れる状況が続いております。長く据置きの水道料金については、給水原価の変動を

注視し、今後の料金見直しも視野に入れ、健全経営を望むものであります。 

 下から３行目ほどですが、有形固定資産につきましては、設備の老朽化が見られ、

今後の長期的な水道管更新工事計画の策定や突発的な修繕工事、自然災害に伴う工

事発生に備えるためには、他部署との連携に加えて、職員の体制強化が必要であり

ます。 

 ７９ページをお願いします。 

 水道事業の本旨を全うするため、経営基盤、運営体制の維持強化を要望するもの

であります。 

 最後に、国民健康保険東庄病院事業会計ですが、これにつきましては、令和５年

度決算においては、新型コロナウイルス感染症の影響は縮小し、業務実績は年間外

来患者数、入院患者数ともに増加傾向となったものの、病床利用率は健全経営の指
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標の一つでもある７０％台には達することが出来ませんでした。６１．１％となり

ました。 

 また、上から７行目ぐらいなんですが、燃料・物価高騰に加え、電気料金の値上

げや人件費の増加が見られましたが、今年度は黒字決算となりました。しかしなが

ら、黒字は町からの繰入金増額によるものと見られ、今後も更なる経営努力と適正

な資金管理を望むものであります。 

 下から７行目ですが、今後とも旭中央病院との連携を軸に、町内唯一の病院とし

て、保健福祉総合センターと協働し、地域における保健・医療・福祉・介護施策の

拠点としての役割を果たしていただきたい。 

 また、医師等の確保に万全を期すとともに、地域住民に安心と良質な医療の提供

の継続を望むものであります。施設全体の修繕につきましては、老朽化の状況を鑑

み、地域医療構想や国保東庄病院経営強化プランを踏まえて、持続可能な医療提供

のためにも、大規模改修等の長期計画のために体制を強化し、適正な管理運営に取

り組んでいただきたいと考えています。 

 以上であります。 

議長（板寺正範君） 

 説明が終わりました。ただいま議題となっております認定第１号から認定第８号

までについて、会議規則第３８条第１項の規定により、お手元の付託表のとおり所

管の常任委員会に審査の付託をしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、認定第１号から認定第８号までについては、所管の常任委員会に付託の

上、審査することに決定しました。 

 日程第９、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 委員会審査等のため、９月５日から１２日までの８日間を休会としたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、９月５日から１２日までの８日間を休会とすることに決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 ９月１３日の会議は、議事の都合により午後２時３０分に繰り下げて開くことに

します。 

 本日はこれで散会します。ご苦労さまでした 

（午前１１時５０分 散会） 

 


